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要　約
　経済学一般において，取引者・関係者間の情報の非対称性は，財の流動性の低下をもたらし，「シグナリン
グ」により情報の非対称性を解消することが取引の活性化に有効であるとされている。
　本稿では，かかる理論が特許権関連取引においても同様に成り立つことを前提に，特許図面の積極的な活用
による情報の非対称性の解消が，IT 系スタートアップ企業も含めた企業各社の知財担保融資の円滑化等，特
許権の“流動化”に有用であることを試行的に議論したい。
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1.はじめに
　経済学者のジョージ・アカロフは，1970 年に発表
した論文の中で，米国における自動車中古車市場を引
き合いに出し，中古車の需要者と供給者との間に情報
の非対称性が存在する場合，市場均衡が達成されず，
質の高い中古車はより安く買い叩かれ，質の低い中古
車がより高く売りつけられやすくなると説いた。そし
て，ジョージ・アカロフは，その結果，例えば，質の
高い中古車が市場に流通しなくなる，市場取引自体が
不可能となることを示した（1）。この研究成果に対して
は，2001 年にノーベル経済学賞が授与され，情報の
非対称性に関する理論は，現在，不確実性を有する市
場での取引一般で成立する事項であると捉えられて
いる。
　つまり，一般に何らかの取引を行う場合，売り手側
のみが専門知識と情報を有し，買い手側はそれを知ら
ないという，取引当事者双方が保有する情報に差があ

る。そのため，買い手は，商品の質の良し悪しは見分
けられず，質の高い商品が割高，質の低い商品を割安
と評価してしまい，結果として，質の高い商品が市場
から退場してしまうのである。これは，例えば，一般
に，品質のばらつきのある商品が多数出品されている
中古 EC 市場において，品質が比較的高い商品（例え
ば，中古ブランド品）が出品されていたとしても，消
費者は，市場における品質の低い商品や模倣品の存在
を念頭に，当該商品の品質に相応な価格では取引を行
わず，低めの価格で取引を行う傾向があることからも
支持される。
　このように，情報の非対称性の問題は，多かれ少な
かれ，取引一般において成立するものである。
　ではこのような状況はどのように解消できるか。情
報の非対称性が存在する状況においては，いわゆる，

「シグナリング」と呼ばれる情報の開示が取引の活性
化に有効である，と説明されている（2）。
　一般に知的財産権はその内容が理解されにくく，知
的財産権者とその取引者（例えば，銀行等，知財関連
融資を実行する金融機関や，知的財産権を購入したい
と考える事業者）との間で情報の非対称性が存在す
る，という問題が存在する。実際，知財担保融資を例
に取ってみると，2011 年に信用金庫に対して実施さ
れたアンケート調査では，知財担保融資が消極的な理
由として，対象とする知的財産権がカバーする権利範
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囲が不明確であること（36 信用金庫中 10 信用金庫），
担保評価が困難であること（36 信用金庫中 23 信用金
庫）等，情報の非対称性に関連する理由等が，知財担
保融資の活用が進まない理由として回答された，とす
る報告もある（3）｡
　このような状況は，実際の知的財産権関連取引にお
ける，知的財産権の流動性の低下，知的財産権関連取
引に付随して必要となる，取引コスト（例えば，リス
クに応じた高めの貸付金利や，知財ビジネス評価書の
作成費用等）の増大を引き起こす，と理解される。
　また，取引コスト負担の増大と，知的財産権者のコ
スト負担の増大というアナロジーから，知的財産権の
取得や知的財産権の行使の場面に着目すれば，特に特
許権に関して，特許権取得の場面では，出願に係る発
明の内容が，出願人－代理人間や，出願人－審査官間
で理解が進まなければ，その分，余計な手間や手続コ
ストが生じうる。また，特許権行使の場面では，侵害
成否の判断がつきにくいため，当局による刑事摘発や
行政摘発，税関差止めが機能せず（なお，そもそも制
度として存在しない国・地域も存在する），高額な弁
護士費用を必要とし，解決までに数年の時間を要する
侵害行為の差止請求，損害賠償請求といった民事的請
求に頼らざるを得ないという問題も指摘される。一般
的な係争の場面においても，原被告間での情報の非対
称性の存在が，係争リスクや係争コストを高めている
可能性を踏まえれば，シグナリングによる情報の開示
が，効果的な知的財産権の活用を可能にする可能性も
排除できない（なお，本稿で言及する「手続コスト」
や「係争コスト」については，単に特許印紙代，収入
印紙代に限定されるものではなく，例えば，社内で生
じる人件費，弁理士・弁護士費用や翻訳費用も含めた
外注費や誤訳対応のための費用，逸失利益等，費用及
び経済的損失一般を指すものとする）。
　特許権の取得や特許権の行使に多額のコストが発生
する事態となる場合，これは，特許出願人や特許権者
に対する，特許権取得・維持の上での負担を増やす形
となるため，結果として特許権を取得するモチベー
ションを低下させ，特許権関連取引における特許権に
対する需要を低下させうる。これは，特許権関連取引
を不活性化させることにすら繋がるものと考えられる。
　本稿では，以上のような点を念頭に，知的財産権関
連取引，特に特許権に関連する取引（例えば，知財担
保融資に代表される知財活用融資）における情報の非

対称性を解消し無形固定資産である特許権の流動性向
上のための方策について論じるとともに，日本国内又
は海外において，知的財産権の取得・活用のコストを
低減するための戦略について論じることとする。とり
わけ，特許出願の添付書類のうち，明細書や特許請求
の範囲は，主として文章で記載されているため，各種
法令や技術等に詳しい者でなければ理解が難しいが，
これに対し，図面であればそのような専門知識がなく
とも理解ができる傾向にもある，という考えの下，特
許発明の理解を深める，という意味で，特に特許図面
の役割に注目し，特許図面の適正な利用により，特許
関連取引を活性化させ，特許権取得・活用を円滑化さ
せるための方策について考察するものとする。

2.知的財産の流動化と図面
　特許庁では，2015 年より中小企業知財金融促進事
業の一環として，知財ビジネス評価書作成支援事業を
実施し，中小企業が知的財産権を活用しながら金融機
関から融資を受ける際に，弁理士を含む外部専門家が
知財ビジネス評価書を作成する費用を助成する事業を
実施している。このような事業は，90 年代後半の金
融機関の不良債権問題を受けて策定された金融検査マ
ニュアルが廃止され，金融庁が，地方銀行，第二地方
銀行，信用金庫，信用組合等の地域金融機関に，中小
企業の（将来的な）事業性・収益性に着目した融資を
実行するよう求めている現状において，地域活性化の
ための処方箋の一つとなる，とも期待されている（4）（5）。
　また，2020 年 12 月に，金融庁は，「事業成長担保
権（仮称）」を公表し，現在も継続して議論が進めら
れている。事業成長担保権においては，担保権制度の
観点からも中小企業の事業性・収益性に着目した融資
を促進しようとしていると考えられるが，この事業成
長担保における対象資産の中にも，知的財産権は含ま
れることが明示されている（6）。
　しかしながら，例えば，知財担保融資や，それ以外
の知財活用融資について検討する場合，最適資本構成
に関するペッキングオーダー理論からも明らかなよう
に，債務者となる中小企業と，債権者となる金融機関
の間における，知的財産権や事業に関する情報の非対
称性が，資金調達コストとなって，融資実行のハード
ルが上がることが想定される（7）（8）。また，資金調達コ
ストが高まる場合，債権者たる金融機関は資本コスト
に応じた高めの金利を設定することにもなるため，利



情報の非対称性の解消に特許図面が果たす役割

Vol. 75　No. 8 － 69 － パテント 2022

払いの増加により倒産リスクは高まり，トレードオフ
理論の観点からも金融機関からの融資を受けづらくな
る，と考えられる（9）（4）。
　このような場合に，中小企業が，製品の全体像を簡
潔に示した特許図面を有する特許権を保有している場
合，金融機関の審査担当者に対して，知的財産権の権
利内容をより的確・簡潔に説明しやすくもなり，資金
調達コストを低下させる方向に作用すると考えられる。
　無形固定資産に分類され，その権利範囲の解釈にあ
たり高度な法知識が要求される知的財産権は，一般
に，取引における流動性が極めて低いものと推定され
る。そのような状況においても，特許図面を活用し，
取引事業者にとって理解しやすい権利を取得すること
により，知的財産権の流動性を向上させ，企業の経営
状態改善に寄与する可能性があると考えられる。

3.審査時及び権利行使時における図面の意義
　このように，知財担保融資の活性化という場面にお
いて，図面を適切に活用し，関係者に解りやすい出願
書類を作成することが，融資の活性化に寄与する可能
性が示唆される。一方，知的財産権の取得と活用，と
いう場面を，これと同じアナロジーで概観していくと
き，図面を適切に活用した，知的財産権の権利化戦略
や活用戦略が，シグナリングという意味から，結果的
に関係者間での情報の非対称性の解消につながり，円
滑な知的財産権の権利化・活用につながる可能性も
ある。
　まず，特許権の権利化の場面において，特許出願書
類における図面については，特許法第 36 条第 2 項は

「必要な図面」を添付させなくてはならないとしてお
り，あくまで，図面は出願にかかる発明の理解を容易
にするために提出するものであり，添付は必須ではな
いとされている（これに対して，実用新案登録出願に
ついては必須である（実用新案法第 5 条第 2 項））。ま
た，日本の特許法や特許・実用新案審査基準等におい
ては，その記載要領などは規定されておらず，作図方
法については出願人の自由に任せられている。
　では図面が添付された場合，図面がどのような役割
を果たしているか，について検討する。
　まず，審査や審判等で行われる発明の要旨認定にお
いて，図面は以下のような役割を果たしている。
　特許請求の範囲の記載には，発明特定事項が記載さ
れるが，発明の要旨や権利範囲に関わる事項が過不足

なく記載される傾向にあるため，単にそれを通読した
だけでは，意味内容を把握できない場合も多い。その
ため，発明にかかわる技術を明らかにし，意味内容を
把握するために，発明の詳細な説明や図面の記載に目
を通すことは必須の作業と考えられる。
　なお，リパーゼ事件は発明の要旨認定は，「特段の
事情のない限り，願書に添付した明細書の特許請求の
範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の
範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解するこ
とができないとか，あるいは，一見してその記載が誤
記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照
らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に
限って，明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌する
ことが許されるにすぎない。」と判示しているが（最
判平成 3 年 3 月 8 日民集 45 巻 3 号 123 頁），これは技
術内容を理解した上で発明の要旨となる技術的事項を
確定する段階においては，特許請求の範囲の記載を越
えて，発明の詳細な説明や図面にだけ記載されたとこ
ろの構成要件を付加してはならないとの理論を示した
ものと理解されており，意味内容を把握するために，
発明の詳細な説明や図面の記載に目を通すことを否定
するものではない（10）（11）。
　次に，侵害の成否判断において行われる技術的範囲
の確定においては，特許請求の範囲の記載に基づいて
行われるものではあるが，特許請求の範囲に記載され
た用語の意義解釈が必要な場合には，明細書の記載及
び図面を考慮することとなっている（特許法第 70 条
第 1 項及び第 2 項）。
　このように，図面は，その記載をもって特許請求の
範囲に記載のない要素を付加したり，発明の要旨をよ
り狭く特定したりする，といった役割は果たせないも
のの，発明の要旨認定や，特許権の技術的範囲の確定
の前提として必要になる，発明や技術の内容を理解す
る作業において重要な役割を果たすと考えられる。
　米国特許法における出願段階の発明の要旨認定につ
いては，“broadest�reasonable� interpretation”（最も
広い合理的な解釈；BRI）と呼ばれる手法が採用され
ることとなっている。MPEP�2111.01 によれば，BRI
においては，明細書の記載に矛盾しない限り，特許請
求の範囲の用語は「ありのままの意味（plain�meaning）」
を与えられるとされ，参酌が許される場合には，通
常，明細書の記載が最も優先して参酌されるとされて
いるが，この意味の解釈にあたり，さらに図面も参照
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することができるものとされている（12）。
　一方，連邦法の適用される米国特許訴訟について
は，通常，エクイティによる救済である差止請求とコ
モン・ローによる救済である損害賠償請求で，扱いが
異なっており，コモン・ローによる救済については，
当事者は，訴額が 20 ドルを超える場合に，事実問題

（matter�of� fact）について陪審による評決を受ける権
利を有している一方，エクイティによる救済の場合
は，原則として，当事者は，事実問題について陪審に
よる評決を受ける権利を有さない（13）。いずれにせよ，
クレーム解釈において，何が事実問題であり，何が法
律問題（matter�of� law）であるか，が問題となるが，
この点について，連邦最高裁判所は 1996 年に特許請
求の範囲の文言解釈（Claim�Construction）は法律問
題であり，判事が決定すると判決した（14）。
　このため，通常，米国特許訴訟では，判事がマーク
マン・ヒアリング（Markman�hearing）と呼ばれる
審問手続により，特許請求の範囲の文言解釈を行う。
この特許請求の範囲の文言解釈においては，当事者間
で解釈に争いのある特許請求の範囲の文言を絞り込む
作業を行った後，原被告共同で Joint�Claim�Construction�
and�Prehearing�Statement を裁判所に提出すると共に，
次いで，マークマン主張書（Opening�Markman�Briefs
や Responding�Markman�Briefs）等を提出し，その後，
ディスカバリーやマークマン・ヒアリングを経てマー
クマン決定（Markman�Order）がなされるようであ
る。これらの書面及び手続においては，各当事者の主
張や裁判所の認定を裏付ける証拠の提出がなされる。
特許請求の範囲の文言解釈のための証拠は，大きく分
類して内部証拠（Intrinsic�Evidence）及び外部証拠

（Extrinsic�Evidence）に分けられるが，外部証拠に
対して内部証拠がより優先して考慮される，とされて
いる。この内部証拠には，例えば，特許請求の範囲，
明細書，図面，審査経過，再審査や再発行の経過等が
含まれる，とされている（15）。特許請求の範囲の文言
解釈は，このように，明細書だけではなく，図面も考
慮しつつ行われるが，その後，当事者が陪審による評
決を受ける権利を放棄しない限り，陪審が，マークマ
ン・ヒアリングにより画定された特許請求の範囲の文
言解釈に基づき，事実としての特許権侵害の有無を判
断する。
　このように，日本国特許法と米国特許法を概観する
とき，審査過程と権利化後で特許請求の範囲以外の添

付書面のウエイトに多少の差異はあるが，必要に応じ
／必要的に図面も含む出願書類の内容を参酌して，発
明の要旨認定／特許発明の技術的範囲の認定を行なっ
ている，という点は共通しているものと考えられる。
また，米国法においては，特許法についての十分な知
識を有していないと考えられる陪審が，マークマン・
ヒアリングにより画定された特許請求の範囲の文言解
釈に基づいて，特許侵害の有無を判断している点が特
徴的である。陪審が事実として特許権侵害の有無を判
断するとき，特許製品の全体を示した全体図が出願書
類に含まれている場合には，無意識的にであっても，
当該全体図とイ号物件の目録を対比することも十分に
あり得る。
　以上の状況を総合的に考慮したとき，日米での審査
局面においては，実際に，特許図面が権利範囲に包含
されているかどうか，という議論は別途行われる必要
はあるものの，出願書類に，製品の全体像や，効果発
現のメカニズム，化学・バイオ系発明における顕著な
効果の度合い等を端的に示した図面があれば，出願人
が意図する発明の構成や効果を，図面を参酌しながら
説明することもでき，審査官との間で不要な誤解が生
じて，必要以上に拒絶理由対応に手間取る，というよ
うな状況を回避することもできると考えられる。ま
た，知財訴訟の局面においても，特許権者が，自身の
立場を効果的に判事や陪審に伝え，自身の意図した判
決を得る上で，特許製品をわかりやすく図示した特許
図面は，多少なりともプラスに作用する可能性もあ
る。このように，特許権の権利化・権利行使におい
て，特許図面を効果的に活用していくことは，不要な
手間とコストの発生を防止しながら，権利を取得し，
権利行使していく上では重要なことであるとも考えら
れる。

4.海外での権利化における特許図面の意義
　ところで，昨今の 5G 関連技術等の大容量通信技術の
発達とコロナ禍等による社会構造の劇的な変化にとも
ない，電子商取引の規模が継続的に拡大している。2020
年の調査によると日本国内の B�to�C-EC（e-commerce）
市場は 12 兆 2,333 億円であった。2013 年の同市場規
模が 5 兆 9,931 億円であったので，7 年間で約 2 倍に
拡大したことになる。さらに，日本の越境 B�to�C-EC
市場（米国・中国）の市場規模は 3,416 億円となった（16）。
　このような流れの中で，商取引に付随する各種法律
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問題は，特に国境を超える形で複雑化・多様化してい
る。一例を挙げれば，日本の消費者が越境 EC サイト
を利用して海外から直接模倣品を輸入する事例の増加
が挙げられる。模倣品の越境取引において，国内の事
業者（輸入・販売業者）が輸入する場合には，当該事
業者による模倣品の「輸入」が特許権等も含む知的財
産権の侵害となり，税関が当該模倣品を知的財産権侵
害物品と認定して，没収等することが可能である。し
かし，消費者個人が海外から模倣品を輸入する場合，

「輸入」の主体は国内の個人であることから，特許権
等の侵害とならず，税関で模倣品を没収等することが
できない。
　これは，特許権侵害が成立するためには「業とし
て」輸入される必要があるところ（特許法第 68 条本
文，第 2 条第 3 項第 1 号及び同項第 3 号），消費者が
個人で使用する目的で購入する限りは，業として為さ
れるものではないため，知的財産権の侵害とならない
ためである。
　なお，意匠法及び商標法については，海外の事業者
が国内の者に模倣品を直接送付する行為のうち日本国
内に到達する時点以降を捉えて，意匠権侵害行為また
は商標権侵害行為であると明確化する改正が行われて
おり，改正法施行後は消費者個人が海外から模倣品を
輸入する場合，意匠権又は商標権の侵害が成立する限
りにおいて税関で模倣品を没収等することができる。
しかし，特許法については，そのような立法措置がな
されていないため，国内特許権の権利範囲に属する模
倣品を消費者個人が輸入する場合には税関で輸入を差
し止めることができない。結果として，特許権者とし
ては，たとえ，外国において事業展開を行っていな
かったとしても，外国において特許権を取得し当地に
おいて権利行使を行わなくてはならなくなる。
　また，海外で特許権等の知的財産権を取得する場
合，日本との知的財産権法制の違いや，手続言語の違
いにより，手間とコストが必要となる場合も多い。も
ちろん，知的財産権法は，パリ条約や TRIPS 協定等
により一定程度の国際調和も図られているが，通常，
国内で知的財産権を取得する場合よりも，海外で知的
財産権を取得する場合の方が，より多くの手間とコス
トが必要となる傾向にある。このような国内と海外で
の所要工数，所要コストの差は，当該日本企業が海外
において特許権を取得し当地において権利行使を行う
際の参入障壁として作用する。

　より理解の容易な特許図面の添付により，出願に係
る発明や特許発明の技術的な理解が進み，出願人－現
地代理人，出願人－現地特許庁審査官，特許権者－執
行担当官との間の情報の非対称性が解消すれば，海外
における特許権の取得や当地における特許権の行使を
円滑化することに寄与する可能性もある。

5.税関差止めにおける特許図面の意義
　現状，税関差止めにおいては，特許権に基づく差止
めの件数は極めて少数であり，ほとんどが商標権や意
匠権に基づく税関差止めである。どのような方策を講
じれば，税関差止めにおける特許権の利用が促される
かについて，事例をもとに，以下検討してみたい。
　財務省の令和 2 年の統計によれば，日本国税関にお
ける輸入差止点数は，点数ベースで，商標権侵害物品
が 70.7％で圧倒的に多く，続いて意匠権侵害物品が
10.9％と比較的多くなっている。これは意匠権侵害物
品は意匠図面と物品を比較することにより比較的容易
に侵害の成否の判断が可能であるためと推測すること
ができる（図 5-1）。
　上述のとおり，日本国税関では長らく特許権侵害に
基づく差止件数が極めて少なかったものの，近年，図
面を積極活用したと思われる特許権侵害に基づく税関
差止めの事例が増加している（令和 2 年の実績は
40,523 点で令和元年比 110.9％増）。具体的には，ス
マートフォン等のグリップ・スタンドという侵害の判
断が比較的容易な物品（特許第 6091438 号等）につ
き，輸入差止申立てがなされたため，特許権侵害に基
づく税関差止めの件数が増大したと推察される。この
グリップ・スタンドの特許権は，米国仮特許出願及び
米国特許出願に基づく PCT 出願の国内移行出願に由
来するが，意匠図面にも見劣りしない特許図面が添付
されているところ（図 5-2），初回の拒絶理由通知へ
の対応の際に各独立請求項に追加され，各特許発明の
特徴部分となっていると推察される，錐体形状を形成
し，畳み込まれることでケース本体に収容される蛇腹
の構造が，図 2 から図 4 を始めとして各図面に詳細に
描き出されている。このように，本件特許権の特許公
報の図面においては，特許権の権利範囲も考慮に入れ
た上で，その特徴部も含めて図面により詳細に説明さ
れており，これが税関での差止めを容易にしている可
能性があるとも言える。後述するとおり，米国特許出
願は，35�U.S.C.�113 及び Patent�Rule�1.83 の規定に従



情報の非対称性の解消に特許図面が果たす役割

パテント 2022 － 72 － Vol. 75　No. 8

い，特許出願における図面作成のための要件が詳細に
決められており，特許を受けようとする主題の理解に
図面が必要な全ての特許出願で，発明品の全体図を含
めた詳細な図面が添付されている。このような，特許
出願に添付された詳細な図面は，特許技術に関する知
識を必ずしも持ち合わせてない担当行政官であっても
比較的容易に侵害の成否を判断することができるとい
う意味において，権利者と税関職員の間に横たわる情
報の非対称性を軽減し，デッドコピー品の差止めを容
易にしているとも考えられる。

6.特許明細書の不自然訳・誤訳問題
　通常，外国で特許権を取得する場合，特許出願書類
の翻訳作業が発生する。通常の書籍の翻訳などとは異
なり，特許出願書類の翻訳作業は，翻訳の過程におけ
る新規事項の追加を回避するため，日本語原文の語句
を一語一語逐語訳することが多い。同様の過程で英語
から日本語に翻訳された PCT 日本国国内移行案件の
出願書類の日本語を見れば明らかではあるが，このよ
うな翻訳は多くの場合，英語を母語とするものにとっ
ても理解が難しい傾向にあるとも言われており，特許
出願の審査過程における審査官による発明の要旨認定
や，特許侵害訴訟の段階での技術的範囲の認定，イ号
物件の権利範囲属否の認定で，出願人・特許権者に意
図されない形の解釈がなされる危険性を持っていると
さえ言える。
　また，例えば，日本語からの直接の現地語への翻訳
が難しい言語（例えば，タイ語，ベトナム語，インド
ネシア語，ドイツ語，ロシア語，フランス語等）につ
いては，日本語から英語への翻訳に続いて英語から現
地語への翻訳が発生するため，より一層，誤訳や不自
然訳の問題を生じさせることとなる。実際，日本貿易
振興機構バンコク事務所が 2019 年に実施した調査で
は，日本の出願人のタイ，ベトナム，インドネシアの
特許権のうち，45.6％の特許権の独立請求項において，
権利行使を困難にしうる誤訳が含まれている，と報告
されており（図 6-1），しかも当該調査時点にいて，
タイ及びベトナムでは登録後の訂正が認められない，
とも報告されている（17）。

図 5-2　特許第 6091438 号の特許公報掲載の図面（一部，左から図 1A，図 1B，図 2）

図 5-1�　知的財産別輸入差止実績構成比の推移（点数ベース，
財務省，「令和 2年の税関における知的財産侵害物品の
差止状況（詳細）」からデータを抜粋して編集）
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　例えば，権利行使の局面を考慮した場合，特許請求
の範囲に完全な誤訳があって，そもそも，全く意味が
変わってしまった場合はともかく，軽微な誤訳や不自
然訳に止まる場合には，翻訳の必要のない図面の参酌
により，権利範囲が適正に解釈される可能性があると
考えられるほか，特許請求の範囲と図面との間に不整
合があれば，翻訳者が図面を参照することにより誤訳
の発生そのものを防止できたり，現地代理人や審査官
から権利化前に指摘を受けたりする可能性もある。こ
のことから，これらの外国出願において，権利範囲を
示す特許図面を積極的に活用することの重要性が示唆
される。また，このような点を考慮すれば，特許図面
の活用が，手間やコストが掛かりすぎることを回避し
つつ，効果的な権利化・権利行使を可能にしうるもの
であるとも考えられる。

7.まとめ
　以上のように，特許図面を積極的に活用することに
より，特許権が関わる各種の手間とコストを低減し，
知財担保融資，権利取得，権利行使等を円滑化する可
能性がある点について試行的に議論した。特に，知財
担保融資の円滑化は，無形固定資産である特許権の流
動化を促進する可能性もあり，例えば，不動産や製造
設備等の有形固定資産を持ち合わせておらず，無形固
定資産を主たる資産とする IT 系スタートアップ企業
の資金調達の成功の可能性を高めうるため，知的財産
権の活用促進というコンテクストにおいて大きな意義

が見込まれる可能性もある。
　また，2021 年 12 月に，東京証券取引所は，改訂さ
れたコーポレートガバナンス・コード（CGC）にお
いて，「情報開示の充実」の項目の補充原則で「経営
戦略の開示に当たって，…（中略）…人的資本や知的
財産への投資等についても，自社の経営戦略・経営課
題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報
を開示・提供すべきである」と規定し，上場企業と投
資家の間での，知的財産権に関する情報の非対称性の
解消のための方策を打ち出している。日本政府の定め
る「未来投資戦略 2018」にも規定される，イノベー
ションによる経済成長を図っていく上でも，企業の知
財戦略を，広く一般の投資家や国民に周知していく重
要性も高まっていると考えられる。
　そして，このような金融機関や投資家を意識した知
的財産権の見える化（情報の非対称性の解消）に向け
た取り組みは，出願人・国内代理人と，審査官・審判
官，裁判官・陪審員，現地代理人等との間の情報の非
対称性の解消にも働き，従来の知的財産権関連業務の
枠組みの中でも，各種手続・業務の効率化をもたらし
うるとも考えられる。
　米国では，プロパテント政策的側面から，特許権取
得のハードルを低下させつつ，権利行使により得られ
る損害賠償額を増大させたが，その結果，特許権関連
取引が活性化したということは，特許権を市場で購入
して権利行使のみを行なっていく，パテントトロール
が跋扈したことからも明らかである。こういった観点

図 6-1�　タイ，ベトナム，インドネシアの，化学，機械，電気の各案件で請求項 1に誤訳の発見された件数の割
合（各国について，化学，機械，電気それぞれ 10 件ずつを調査，独立行政法人日本貿易振興機構バンコ
ク事務所等，「タイ，ベトナム，インドネシアにおける翻訳の質の調査」から数値を抜粋して編集）
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からも，出願に係る発明や特許発明を，図面を含めた
出願書類全体を通じて分かりやすく説明することによ
り特許権取得のハードルが低下すれば，特許権関連取
引の活性化にすら作用しうる可能性もある。
　本稿ではあくまで，図面に焦点を当てて，情報の非
対称性解消の重要性について論じたが，知財業界にお
いて，長年，読み手に分かり易い出願書類の作成が求
められてきたことは言うまでもない。知的財産権の新
たな活用の途に思いを馳せつつ，従来言われていた出
願書類作成に当たっての基本動作の質を高めていくこ
とは，自己研鑽を義務とする弁理士の本来的職責の一
つである，とも言えるように思う。
　なお，参考までに，米国では，特許図面の作図につ
いては，法令上厳密な要件が課されていることが知ら
れている。まず，35�U.S.C.�113 においては，「特許を
受けようとする主題の理解に必要なときは，図面を提
出しなければならない」旨が規定され，出願にかかる
主題の内容が図面によって明示することができる場合
において，出願人が図面を提出していない場合には，
特許庁長官は図面の追完命令を発送することができる
旨，規定されている。また，作図にあたっての詳細に
つては，Patent�Rule�1.83 に規定されており，（i）特
許請求の範囲に記載されている発明の全ての特徴を図
示すべきこと，（ii）所定の方式で注釈をつけるべきこ
と，（iii）従来の装置の改良である発明においては，
改良部分自体を従来の構造から切り離した部分図を添
付するべきこと，等が規定され，米国特許出願がこの
要件を充足していない場合は，審査官が図面の追完を
求めることができる旨も規定されている。
　このように米国特許法及び関連規則では，図面の作
図様式が詳細に規定され，米国特許商標庁の審査官が
図面の内容を審査して，図面についての所定の要件を
充足しない出願に対してその補完を求めていること
は，日本における特許実務とは対照的である。OECD
の 2019 年の報告書において，知財担保融資が活発に
実施されている，と指摘されており（18），イノベーショ
ンにより牽引される高い経済成長率を誇る米国におい
て，このような特許図面作成のための要件を明示的に
規定し，審査官，判事，陪審，競合事業者，取引事業
者にも理解しやすい知的財産権の取得が奨励されてい
ることは，我が国の産業政策のあり方を検討する上で
も，大いに参考になると考えられる。
　なお，本稿は，筆者らの個人的かつ主観的な見解に

基づいて作成されたものであり，本項における意見及
び陳述は，特許庁を含む筆者らの所属組織の公式な見
解とは必ずしも一致するものではないことを申し述べ
るとともに，記載内容の正確性については万全を期し
ているものの，その完全な正確性を保証するものでは
ないことにつき，ご理解をお願いしたい。
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